
議案第13号 

   飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例                 

 上記の議案を提出する。             

  平成25年２月19日 

                     提出者 飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、

区立の都市公園における移動等円滑化に関する基準を定める必要があるので、本案を提出

いたします。 

 

   飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 

（趣旨) 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年

法律第91号。以下「法」という。）第13条第１項の規定に基づき、移動等円滑化のため

に必要な飾区立の都市公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものと

する。 

（用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（園路及び広場） 

第３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号。以下

「令」という。）第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合は、当該園路及び

広場のうち１以上は、次の各号に定める基準に適合させなければならない。 

⑴ 出入口、通路、階段（当該階段の踊場を含む。以下同じ。）及び傾斜路（階段又は

段に代わり、又は併設するものに限る。）は、飾区規則（以下「規則」とい

う。）で定める基準に適合するものであること。 

⑵ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の
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理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレータ

ーその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するも

のをもって傾斜路に代えることができる。 

⑶ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第２号に規定す

る点状ブロック等及び令第21条第２項第１号に規定する線状ブロック等を適切に組

み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための

設備が設けられていること。 

⑷ 次条から第９条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ１以上及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土

交通省令第110号）第２条第２項の主要な公園施設に接続していること。 

（屋根付広場） 

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付

広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適

した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を規則で定める基準に適合させ

なければならない。 

（休憩所及び管理事務所） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所

を設ける場合は、当該休憩所のうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ

を確保するとともに、規則で定める基準に適合させなければならない。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所

は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、規則で定める基準に

適合させなければならない。 

（野外劇場及び野外音楽堂） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇

場及び野外音楽堂は、規則で定める基準に適合させなければならない。 

（駐車場） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

を設ける場合は、当該駐車場のうち１以上は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に掲げる数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車椅子
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使用者用駐車施設」という。）を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車

及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場につい

ては、この限りでない。 

⑴ 当該駐車場の駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の１を乗じて得た数 

⑵ 当該駐車場の駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の１を乗じて得た

数に２を加えた数 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合させなければならない。 

（便所） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、

規則で定める基準に適合させなければならない。 

（水飲場及び手洗場） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場

又は手洗場を設ける場合は、当該水飲場又は手洗場のうちそれぞれ１以上は、規則で定

める基準に適合させなければならない。 

（掲示板及び標識） 

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板

及び標識（案内板を含む。以下同じ。）は、規則で定める基準に適合させなければなら

ない。 

第11条 第３条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識

を設ける場合は、当該標識のうち１以上は、第３条の規定による園路及び広場の出入口

の付近に設けなければならない。 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第12条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によ

らないことができる。 

付 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 


